
    

 

電気設備位置図 

※着色したエリアは高松塚周辺地区の再整備期間中において管理対象外である。 
 

別添５ 

高松塚周辺地区 

該当箇所は で示す位置である 
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祝戸地区 

該当箇所は で示す位置である 
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キトラ古墳周辺地区 

該当箇所は で示す位置である 

キトラ古墳周辺地区 
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平城宮跡区域 

該当箇所は で示す位置である 
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給水施設位置図 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別添６ 

石舞台地区 

該当箇所は  で示す位置である 
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※着色したエリアは高松塚周辺地区の再整備期間中において管理対象外である。 
 
 
 
 
 

高松塚周辺地区 

該当箇所は  で示す位置である 
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祝戸地区 

該当箇所は  で示す位置である 
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キトラ古墳周辺地区 

該当箇所は  で示す位置である 
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平城宮跡区域 

該当箇所は  で示す位置である 
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汚水・排水施設位置図 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

別添７ 

石舞台地区 

該当箇所は  及び   で示す位置である 
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※着色したエリアは高松塚周辺地区の再整備期間中において管理対象外である。 
 
 

高松塚周辺地区 

該当箇所は  及び   で示す位置である 
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祝戸地区 

該当箇所は  及び   で示す位置である 
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キトラ古墳周辺地区 

該当箇所は  及び   で示す位置である 
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平城宮跡区域 

該当箇所は  及び   で示す位置である 
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放送設備位置図 

 

別添８ 

平城宮跡区域 

該当箇所は で示す位置である 
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国土交通本省委託契約取扱要領 

平成１３年４月２日 

国官会第２９３号 

改 正 平成１７年６月 ２日 国官会第３２１－２号 

改 正 平成１７年９月 １日 国官会第８２３号 

改 正 平成２０年８月 １日 国官会第８３６－２号 

改 正 平成２０年９月１７日 国官会第９８４号 

改 正 平成２２年３月２３日 国官会第２１１７号 

改 正 平成２３年３月３１日 国官会第２９９４号 

 改 正 平成２４年３月３０日 国官会第３３８３号 

改 正  平成２５年３月２５日 国官会第３６７７号 

 改 正  平成２６年３月２８日 国官会第３３９５号 

改 正  平成２７年３月３１日 国官会第４０４９号 

改 正  平成２８年３月２９日 国官会第４２４４号 

改 正  平成２９年３月２８日 国官会第４４１０－２号 

改 正  平成３１年３月２５日 国官会第２３７５７号 

改 正  令和 元年６月 ７日 国官会第６１２号 

改 正  令和 ２年３月２５日 国官会第２８５８５号 

改 正  令和２年１２月２３日 国官会第１９８１７号 

改 正  令和３年 ３月１９日 国官会第２５４７７号 

改 正 令和４年 ３月２９日 国官会第２２９４９号 

改 正 令和５年 ３月３０日 国官会第２３８０４号 

（通則） 

第１ 国土交通本省の所掌業務を委託契約を締結して国以外の者に委託する場合の取扱いについて 

は、他の法令等に定めるもの並びに各委託事業に係る委託契約書又は委託費の取扱いに関する要領

等に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 

（委託業務実施要領） 

第２ 支出負担行為担当官（分任支出負担行為担当官を含む。以下「担当官」という。）は、業務委託

をしようとするときは、次に掲げる項目を明らかにした委託業務実施要領（以下「実施要領」とい

う。）を、委託しようとする者に送付するものとする。 

 一 名称 

二 委託料の限度額 

三 業務の目的及び内容 

四 業務の実施場所

別添9 
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 五 業務の実施期間 

 六 その他必要な事項（成果物の仕様） 

 

（委託料の算定） 

第３  担当官は、実施要領に基づく委託料の積算調書を作成する。 

（実施計画書等の提出） 

第４ 担当官は、第２により実施要領の送付を受けこれを受託しようとする者（以下「受託者」とい

う。）から、次に掲げる計画書等を提出させるものとする。なお、変更しようとするときも同様とす

る。 

 一 実施計画書（別記様式第１） 

 二 四半期別必要経費内訳書（別記様式第２） 

  三 承諾書  

 四  実施体制書(別記様式第３）  

 五 その他担当官が必要とする書類 

 

（契約の締結） 

第５ 担当官は、受託者から第４に掲げる書類を受理し、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、

別紙委託契約書により委託契約を締結するものとする。 

２ 委託契約書の各条項により難い特別の事情がある場合においては、必要に応じ適宜条項を変更する

ことができる。 

 

（再委託等） 

第６ 受託者は、業務の一部（「主たる部分」を除く。）を第三者に委任し、又は請け負わせようとす

るとき（以下「再委託」という。）は、あらかじめ再委託（変更等）承諾申請書（別記様式第４）を

委託者に提出し、承諾を得なければならない。なお、変更しようとするときも同様とする。 

２ 前項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が

行われるときは、その履行体制に関する書面（別記様式第５）を委託者に提出しなければならない。

なお、変更しようとするときも同様とする。 

 

（報告書等の提出） 

第７ 担当官は、受託者が当該業務の委託を完了したときは、遅滞なく、次に掲げる報告書（正副２通

）を成果物に添えて提出させるものとする。 

 一 完了報告書（別記様式第６） 

 二 精算報告書（別記様式第７） 

 三 委託費経費内訳報告書（別記様式第８） 

 四 残存物件報告書（別記様式第９） 

２ 担当官は、受託者が第８第３項による補正命令に基づき当該業務の委託を完了したときは、遅滞な

く、次に掲げる報告書（正副２通）を成果物に添えて提出させるものとする。 
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 一 補正完了報告書（別記様式第６に準ずる様式） 

 二 精算報告書 

 三 残存物件報告書 

 

 

（検 査 等） 

第８ 担当官は、第７第１項の成果物及び完了報告書等を受理したときは、自ら又は国土交通本省会計

事務取扱細則（以下「細則」という。）第３３条に基づき補助者に命じて検査を行うものとする。 

２ 前項により検査を命じられた職員（以下「検査職員」という。）は、前項の検査の結果不合格と認

めたときは、細則第３４条に定める検査調書に次に掲げる事項を付記して担当官に提出するものとす

る。 

 一 不合格である旨 

 二 不合格と認めた理由 

 三 その措置についての意見 

３ 担当官は、第１項の検査の結果不合格と認めたとき、又は前項の検査調書を受理したときは、受託

者に対し補正を命ずるものとする。 

４ 第１項の規定は、第７第２項の成果物及び補正完了報告書等を受理した場合に準用する。 

５ 検査職員は、第１項（第４項において準用する場合を含む。）の検査の結果合格と認めたときは、

細則第３４条により検査調書を担当官に提出するものとする。 

 

（担当職員の任命等） 

第９ 担当官は、必要があると認めたときは、次に掲げる事務を行わせるため、担当職員を任命し、 

任命後すみやかに受託者に通知するものとする。 

 一 委託業務の処理状況についての調査 

 二 委託料の経理状況についての監査 

 三 その他委託業務についての必要な指示 

 

（概 算 払） 

第 10 担当官は、必要があると認めたときは、受託者に対し概算払を請求させることができる。 

 

（委託費の精算） 

第 11  担当官は、受託者から第７の報告を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたと

きは、委託費の額を確定し、これを受託者に通知するものとする。 

 

（請求書の受理） 

第 12 担当官は、受託者から官署支出官官職宛ての請求書を受理するものとし、受理後は、必要書類を

添えて官署支出官に回付するものとする。 
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附則 

１．この要領は、平成１３年４月２日から適用する。 

 

   附則（平成１７年６月 ２日国官会第３２１－２号） 

１．この要領は、平成１７年６月２日から適用する。 

 

   附則（平成１７年９月 １日国官会第８２３号） 

１．この要領は、平成１７年９月１日から適用する。 

 

   附則（平成２０年８月 １日国官会第８３６－２号） 

１．この要領は、平成２０年８月１日から適用する。 

 

   附則（平成２０年９月１７日国官会第９８４号） 

１．この要領は、平成２０年１０月１日以降に入札手続を開始する契約について適用する。 

 

   附則（平成２２年３月２３日国官会第２１１７号） 

１．この要領は、平成２２年４月１日から適用する。 

 

   附則（平成２３年３月３１日国官会第２９９４号） 

１．この要領は、平成２３年４月１日から適用する。 

      

      附則（平成２４年３月３０日国官会第３３８３号） 

１．この要領は、平成２４年４月１日から適用する。 

 

    附則（平成２５年３月２５日国官会第３６７７号） 

１．この要領は、平成２５年４月１日から適用する。 

 

      附則（平成２６年３月２８日国官会第３３９５号） 

１．この要領は、平成２６年４月１日から適用する。 

 
      附則（平成２７年３月３１日国官会第４０４９号） 

１．この要領は、平成２７年４月１日から適用する。 
 

附則（平成２８年３月２９日国官会第４２４４号） 

１．この要領は、平成２８年４月１日から適用する。 

 
 

43



附則（平成２９年３月２８日国官会第４４１０－２号） 

１．この要領は、平成２９年４月１日から適用する。 

 

附則（平成３１年３月２５日国官会第２３７５７号） 

１．この要領は、平成３１年４月１日から適用する。 
 

附則（令和元年６月 ７日国官会第６１２号） 

１．この要領は、令和元年６月７日から適用する。 

 
附則（令和２年３月２５日国官会第２８５８５号） 

１．この要領は、令和２年４月１日から適用する。 
 

附則（令和２年１２月２３日国官会第１９８１７号） 

１．この要領は、令和３年１月１日から適用する。 
 

附則（令和３年３月１９日国官会第２５４７７号） 

１．この要領は、令和３年４月１日から適用する。 
 

附則（令和４年３月２９日国官会第２２９４９号） 

１．この要領は、令和４年４月１日から適用する。 

 
附則（令和５年３月３０日国官会第２３８０４号） 

１．この要領は、令和５年４月１日から適用する。 
 

44



別記様式第１（第４）

（単位：千円）

実施期間 成果物 摘要

（備　　考）

１．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４縦とする。

２．必要に応じ適宜項を加除して使用すること。

３．受託の内容は、調査項目毎に区分すること。

５．変更にあたっては、変更前の部分を上段に（　）書きし、変更後を下段に記載すること。

６．業務委託の処理を第三者に委託する必要があるときは、摘要欄にその事務の内容及び委託先等必要な事項を記載す
ること。

実　　　施　　　計　　　画　　　書

経　費　積　算　内　訳受託の内容

４．経費積算内訳は、直接人件費、技術経費、謝金、旅費、庁費、再委託費及び諸経費に区分し、庁費にあっては、備品
費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、賃金、会議費及び雑役務費に細分して計上すること。なお、区分等は
必要に応じ適宜加除して計上すること。

（受託の名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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別記様式第２（第４）

（単位：千円）

四半期別

経費区分

（ 備 考 ） １．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４横とする。

３．変更にあたっては、変更前の部分を上段に（　　）書きし、変更後を下段に記載すること。

摘　　要

２．経費区分は、直接人件費、技術経費、謝金、旅費、庁費、再委託費及び諸経費の区分により記載するこ
と。なお、区分は必要に応じ適宜加除して記載すること。

四　半　期　別　必　要　経　費　内　訳　書

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 計

（受託の名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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別記様式第３（第４）

（受託の名称）

再委託先等の名称等

（注）再々委託の場合にはその旨を備考欄に記載すること。

（備考）

　本様式は、適宜加除して差し支えないものであるが次の項目は必須事項とする。

　①相手方の名称及び代表者名

　②所在地

　③再委託を予定する業務内容及び必要性

　④契約予定金額

　

所在地

契約予定金額

備考

電話番号

再委託を予定する業務内容

再委託の必要性

契約予定金額

備考

名称 代表者名

電話番号

再委託を予定する業務内容

再委託の必要性

名称 代表者名

所在地

名称

所在地

再委託を予定する業務内容

電話番号

再委託の必要性

契約予定金額

備考

実　施　体　制　書

代表者名
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別記様式第４（第６）

支出負担行為担当官

国土交通省　○　○　○　○　　殿

受託者 住　所

氏　名

１．再委託の（変更等）承諾を申請する業務及びその範囲（具体的に記載すること）

２．再委託の（変更等）承諾を申請する必要性（具体的に記載すること）

３．再委託の（変更等）承諾を申請する業務の契約（予定）金額（総計）

４．再委託の（変更等）承諾を申請する業務の契約金額の根拠

・

・ 継続的な履行関係が存在する（この場合、その証明書（契約書、協定書）の「写し」を添付）

５．その他特記事項

受託者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

また、当該承諾内容等の履行については、次のことを承諾の条件とする。

① 受託者は、再委託の相手方に対し業務の適正な履行を求めること。

②

③ 受託者は、委託者（支出負担行為担当官等）からの求めに応じ、②の書類の写しを提出すること。

　　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　国土交通省　○　○　○　○

（備考） １．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４縦とする。

２．必要に応じ、適宜加除して使用すること。

再委託（変更等）承諾申請書

年 月 日

　　年　　月　　日付けの「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業務契約」（契約金額　￥◆◆，◆◆◆，◆◆◆円、
税込み）に関して、下記の通り申請するので、手続き方お願いします。

受託者は、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書などの書類を提出させた場合は、適切に保管し、事後に
おいて履行の確認ができるように徹底すること。

記

業務の再委託に際し、当該業務の履行（予定）者から、入札書・見積書を徴収した結果（この場合、その「写し」を
添付）

年 月 日

　　　　年　 　月　　日付けで申請のあった上記については、承諾したので、その旨通知する。なお、承諾内容等に変更
等を生じる場合は、あらかじめ協議すること。
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別紙様式第５（第６）

○当該履行体制に関する書面は、「委託契約書第４条」に基づいて作成したものである。

（受託者）

住　　所

氏　　名

（再委託先１） （再々委託先１）

○○○有限会社 ○○○株式会社

××株式会社 住 所 住 所

電 話 番 号 電 話 番 号

代 表 者 氏 名 代 表 者 氏 名

（再委託先２）

○○○株式会社（予定）

住 所

電 話 番 号

代 表 者 氏 名

（再委託先３） （再々委託先２）

○○○合資会社 ○○○株式会社

住 所 住 所

電 話 番 号 電 話 番 号

代 表 者 氏 名 代 表 者 氏 名

（再委託先□）

・・・・・ ・・・・・

（ 備 考 ） 本様式は、適宜加除して差し支えないものであるが、次の項目は必須事項とする。

①再委託の相手方の住所

②氏名（若しくは代表者氏名）

③再委託を行う業務の範囲

担当業務範囲
若 し く は 内 容

△△に関する□□地区基
礎調査

担当業務範囲
若 し く は 内 容

履　行　体　制　に　関　す　る　書　面

（実施計画書の別紙資料）

年 月 日

受託者

担当業務範囲
若 し く は 内 容

担当業務範囲
若 し く は 内 容

担当業務範囲
若 し く は 内 容
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別記様式第６（第７）

年 月 日

支出負担行為担当官

国土交通省　○　○　○　○　　殿

受託者 住　所

氏　名

１． 精 算 報 告 書 通

２． 残 存 物 件 報 告 書 通

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４縦とする。

完　　了　　報　　告　　書

　　年　　月　　日付契約（契約金額　￥◆◆，◆◆◆，◆◆◆円）の○○○○が完了したので、成果物及び
下記の書類を添えて報告します。

記

（ 備 考 ）
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別記様式第７（第７）

（単位：円）

過不足額

(A)-(B)

（ 備 考 ） １．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４横とする。

３．第７第２項に基づき提出する場合は、その旨を付記すること。

摘　　要

２．経費区分は、別記様式第１備考４により記載すること。

精　　算　　報　　告　　書

予定経費(A) 支出額(B)経　費　区　分

計
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別記様式第８（第７）

○○年度　×××　委託費経費内訳報告書

受託の名称 （単位：円）

備品費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 光熱水料 賃金 会議費 雑役務費 小計

A B A-B 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（備考） １．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４横とする。

２．年月日は、契約毎に、その都度、記載すること。

年月日 件　　　　　名

予定経費額 支出額 過不足額

支　　　　　　　　　　出　　　　　　　　　　費　　　　　　　　　　目

0

備　　　　　　考直接人件費 技術経費 謝金 旅費
庁　　　　　　　　　　費

再委託費 諸経費

その他

３．支出費目は、直接人件費、技術経費、謝金、旅費、庁費、再委託費及び諸経費に区分し、庁費にあっては、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、賃金、会議費及び雑役務
費に細分して計上すること。なお、区分等は必要に応じ適宜加除して計上すること。　また、各区分の上段は予定経費額、中段は支出額、下段は過不足額である。

0 0 伝票番号 支払い先
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別記様式第９（第７）

取得年月日 物　　件　　名 規　　格 数　　量 単　　価 価　　格 経費区分 摘　　要

（ 備 考 ） １．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４横とする。

２．価格は取得価格を記載し、受託中に派生的に取得した物件については、見積額を記載すること。

４．第７第２項に基づき提出する場合は、その旨を付記すること。

３．経費区分は、別記様式第１備考４の区分により記載し、区分が明らかでないものは、摘要に取得の理
由を記載すること。

残　　存　　物　　件　　報　　告　　書
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委 託 契 約 書 

 

 

委託業務の名称   （委託件名） 

 

 

委託業務実施期間   自     年  月  日 

                      至     年  月  日 

 

委託料の限度額    ￥ ◆◆，◆◆◆，◆◆◆－  

                    (うち消費税及び地方消費税額\◆◆◆,◆◆◆-) 

 

成果物の納入場所   国土交通本省 

 

頭書業務の委託について、委託者 支出負担行為担当官国土交通省 ○○○○ ◆

◆◆◆と、受託者 □□□□  ◆◆◆◆は、次の条項により委託契約を締結する。 

 

（総 則） 

第１条 受託者は、委託業務実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、頭

書の委託料の限度額をもって、頭書の委託業務実施期間（以下「実施期間」とい

う。）までに、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければ

ならない。 

２ 前項の実施要領に明記されていない事項があるときは、委託者と受託者とが協

議して定めるものとする。   

 

（権利義務の譲渡等） 

第２条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は

承継してはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限り

ではない。 

 

（再委託の禁止等） 

第３条 受託者は、業務の全部を一括して又は主たる部分を第三者に委任し、又は

請け負わせてはならない。ただし、第三者への委任が業務の一部であり、書面に

より委託者の承諾を得たときはこの限りではない。 

 

２ 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の

決定及び技術的判断等をいうものとする。 
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３ 受託者は、業務の一部（「主たる部分」を除く。）を第三者に委任し、又は請

け負わせようとするとき（以下「再委託」という。）は、あらかじめ再委託の相

手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等に

ついて記載した書面を委託者に提出し、承諾を得なければならない。 

  なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 

４ 前項の規定は、受託者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整

理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等

の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。ただし、保有個人情

報、個人番号、特定個人情報及び行政機関非識別加工情報を扱う業務はこの限り

ではない。 

５ 第３項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。 

６ 受託者が委託業務の一部を第三者に委託する場合において、これに伴う第三者

の行為については、その責任を受託者が負うものとする。  

 

（履行体制の把握） 

第４条 受託者は、前条第３項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさら

に再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前条第４項の軽微な

業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を

行う業務の範囲を記載した書面（以下「履行体制に関する書面」という。）を委

託者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとす

るときも同様とする。 

２ 受託者は、前項の場合において、委託者が契約の適正な履行確保のため必要な

報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 

 

（実施計画書等の変更等） 

第５条  受託者は、実施計画書及び四半期別必要経費内訳書の変更（当該金額の相

互間における２割以内の変更を除く。）をしようとするときは、変更後の実施計

画書及び四半期別必要経費内訳書を委託者に提出し承認を受けなければならな

い。 

２ 委託者は、前項の変更後の実施計画書及び四半期別必要経費内訳書について遅

滞なくその内容を審査し、不適当と認めたときは、受託者と協議するものとす

る。 

３  委託者は、必要と認めるときは、受託者に対して委託業務の処理状況につき調

査を行い、又は報告を求めることができる。 

 

（委託業務の内容の変更等） 

第６条  委託者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務

を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。 
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この場合において、実施期間又は委託料を変更する必要があるときは、委託者

と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。 

２  前条第１項及び第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

３  第１項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を

賠償するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 

 

（実施期間の延長等） 

第７条  受託者は、その責に帰することができない事由により、実施期間までに委

託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、委託者に対して

遅滞なくその理由を付して、実施期間の延長を求めることができる。 

   この場合において、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して定めるもの

とする。 

２  委託者は、受託者の責に帰する事由により実施期間までに委託業務を完了する

ことができない場合において、実施期間後に完了する見込みがあると認めたとき

は、その内容を審査し、損害金を付して実施期間を延長することができる。 

３  前項の損害金は、委託料に対して延長日数に応じ年３．００パーセントの割

合を乗じて計算した額とする。 

 

（損害のために必要を生じた経費の負担） 

第８条  委託業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。以下

同じ。）のために必要を生じた経費は、受託者が負担しなければならない。 

   ただし、その損害が委託者の責に帰する事由による場合においては、その損害

のために必要を生じた経費は、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と

受託者とが協議して定めるものとする。 

 

（検査及び引き渡し） 

第９条  受託者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく、成果物に添えて完了報

告書、精算報告書、委託費経費内訳報告書及び残存物件報告書を委託者に提出し

なければならない。 

２  委託者は、前項の成果物、完了報告書、精算報告書、委託費経費内訳報告書及

び残存物件報告書を受理したときは、その日から１０日以内に委託者又は委託者

の指定した職員により検査を行わなければならない。 

３  受託者は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い、成果物に添えて補正完了報告書、精算報告書、委託費経費内

訳報告書及び残存物件報告書を委託者に提出しなければならない。 

４  第２項の規定は、委託者が前項の成果物、補正完了報告書、精算報告書、委託

費経費内訳報告書及び残存物件報告書を受理した場合に準用する。 
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５ 委託者は、第２項（第４項において準用する場合を含む。）の検査の結果､合

格と認めた場合は、委託料の額を確定し、受託者にその旨を通知しなければなら

ない。 

６ 前項の委託料の確定額は、委託業務に要した経費の実支出額と委託料の限度額

のいずれか低い額とする。 

７  受託者は、第５項の通知を受けたときは、遅滞なく、当該成果物を委託者に引

き渡さなければならない。 

 

（委託料の支払） 

第１０条  受託者は、前条第７項により、成果物の引き渡しを完了したときは、委

託者に対して、確定した委託料の支払いを請求することができる。 

２  委託者は、前項の規定により、適法な請求書を受理したときは、その日から３

０日以内に委託料を支払わなければならない。 

３  受託者は、委託者の責に帰すべき事由により、前項の委託料の支払いが遅れた

場合には、委託者に対して遅延日数に応じ、年２．５０パーセントの割合を乗じ

て得た額の遅延利息の支払いを請求することができる。 

 

（概算払） 

第１１条 受託者は、実施計画書及び四半期別必要経費内訳書に基づいて、各四半

期における所要額として委託料の概算払いを請求することができる。 

２ 委託者は、前項の請求により、必要があると認められる金額については、前条

第１項の規定にかかわらず、概算払をすることができるものとする。 

３ 前条第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

 

（概算払の精算） 

第１２条 受託者は、第９条の精算報告の確認の結果、既に概算払により受領した

金額に差額が生じた場合は、委託者にその旨を申請する。 

２ 受託者は、前項の結果に不足額が生じた場合には、委託者に不足額の支払いを

請求することができる。 

３ 委託者は、前項の規定による請求書を受理したときは、その日から３０日以内

に委託料を支払わなければならない。 

４ 受託者は、第１項の結果に余剰額が生じた場合には、遅滞なくこれを委託者に

返還しなければならない。 

 

（無体財産権の帰属） 

第１３条  委託業務の成果及び委託業務の実施の過程において、派生的に生じた著

作権、特許権及び実用新案権等の無体財産権については、委託者が承継するもの

とする。 
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（残存物件の返還） 

第１４条 受託者は、委託業務の実施により生じた残存物件の返還については、成

果物の引渡し前に委託者と協議のうえ、委託者の指示に従うものとする。 

 

（催告による契約の解除権） 

第１５条  委託者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を定

めて履行の催促をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することがで

きる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取

引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 

一 正当な事由なくして着手時期を過ぎても業務に着手しないとき 

二 期間内に業務の完了ができないとき又は期間内に業務が完了する見込みが

ないと認められるとき 

２ 委託者は前項に掲げるほか、必要があるときは、契約を解除することができ

る。 

 

（催告によらない契約の解除権） 

第１６条 委託者は受託者が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を

解除することができる。 

一 受託者の責に帰すべき事由により、実施期間内に委託業務が完了しないと

き、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 

二 前号のほか、委託者において、受託者が第１６条第１項に定める帳簿及び

証拠書類（以下「根拠資料」という。）の整備保存、委託費の区分経理の実

施、十分な根拠資料に基づく精算報告書の作成・提出その他本契約条項又は

実施要領の定めるところ若しくはその他この契約に関する委託者の指示に違

反していると認めるとき、又は契約の目的を達成することができないと認め

るとき。 

三 受託者（受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。

以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与し

ている者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約

を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以

下この号において同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をい

う。以下同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）であると認められるとき。 

ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている
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と認められるとき。 

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関

与していると認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利

用するなどしていると認められるとき。 

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

いると認められるとき。 

へ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれ

かに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められると

き。 

ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の

契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、委託者が

受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったと

き。 

２ 委託者は前項に掲げるほか、必要があるときは、契約を解除することができ

る。 

 

（契約の解除に伴う措置） 

第１７条  受託者は、第１５条及び前条により委託者が契約を解除したときは、

委託料の限度額の１０分の１に相当する金額を違約金として委託者の指定する

期限までに納付しなければならない。 

２ 受託者は、第１項により、委託者が契約を解除した場合において第１１条に

より概算払を受けているときは、委託者に対してその概算払の額に、概算払日

から返還の日までの日数に応じ、年２．５０パーセントの割合を乗じて得た額

の利息を付して返還しなければならない。 

 

（委託料の経理及び監査） 

第１８条  受託者は、委託料の経理について、別に帳簿を備え、その収入・支出

をその都度記録してこれを明らかにするとともに、当該収入・支出を証する証

拠書類を整備保存しなければならない。 

  なお、当該帳簿については、受託者において、委託費経費内訳報告書を参考

に、委託費の収入・支出を記録した正規の帳簿として作成し、保存するものと

する。 

２ 受託者は、実施計画書に記載された各費目相互間の流用（当該金額の相互間

における２割以内の変更を除く。）をしてはならない。ただし、書面により委

託者の承諾を得たときは、この限りではない。 

３ 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対して委託料の経理状況について

59



監査し、資料の提出を求めることができる。 

４ 受託者は、第１項の帳簿及び証拠書類を、業務終了の年度の翌年度から５年

間保存しなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第１９条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならな

い。 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第２０条 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、

委託者の請求に基づき、契約額（この契約締結後、契約額の変更があった場合

には、変更後の契約額）の１０分の１に相当する額を違約金として委託者の指

定する期間内に支払わなければならない。 

一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定

に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第

１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁

止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含

む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行

い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第６

３条第２項の規定により取り消された場合を含む。） 

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措

置命令（これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体

（以下「受託者等」という。）に対して行われたときは、受託者等に対する

命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名

宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号にお

いて同じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１

号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法

第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当

該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約

が当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に

対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴

金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積

書の提出を含む｡）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するも

のであるとき。 

四 この契約に関し、受託者（法人にあっては、その役員又は使用人を含 

む｡）の刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９
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条第１号若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託

者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３．０

０パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならな

い。 

 

（補則） 

第２１条  本契約に関し、前各条項に疑義を生じ、又は、各条項に規定のない事

項については、委託者と受託者とが協議のうえ、これを解決するものとする。 

 

 

上記契約の証しとして、本書２通を作成し、当事者記名のうえ各自１通を保有す

る。 

 

 

 

      年  月  日 

 

    委託者  東京都千代田区霞ヶ関２－１－３ 

             支出負担行為担当官       ○○○○◆◆◆◆ 

 

 

 

    受託者  住   所 

             団 体 名 

              代表者氏名

61



（別 紙） 

 

 委託契約に関する特約条項 

 

第１ 受託者は、委託費の経理については、委託契約書の約定等に従い、国土交通

本省委託契約取扱要領第４に規定する実施計画書（別記様式第１）の経費積算内

訳に計上した経費ごとに、受託者の財源負担による単独事業、国庫補助事業又は

他の委託事業の経費等との区分経理の徹底を図ること。 

 

第２ 受託者は、当該委託費に係る収入・支出の実績を確認しうる帳簿及び証拠書

類（以下「根拠資料」という。）を整備し、かつ、当該根拠資料を業務終了年度

の翌年度から最低５年間必ず保存すること。 

 

第３ 受託者は、当該委託料の精算に当たっては、委託契約書に定める委託料の経

理に係る帳簿等の十分な根拠資料に基づく支払実績の計数、すなわち、根拠資料

により確認しうる委託料の支払実績額を精算報告書に記載し報告すること。 

 

第４ 委託者は、当該委託業務の実施状況及び当該委託料の使途その他必要な事項

について、国土交通省の職員により所要の調査報告を求め、又は実地に調査する

場合があるものとし、この場合、受託者はこれに応じなければならないこと。 

 

第５ 当該委託料からの支出は、本委託業務の目的及び内容と直接的に関連 

性のあるものに限定することとし、また、各委託事業の契約書、委託費取扱要領

等において指示する使途基準に従わなければならないこと。 

 

第６ 委託者は、受託者が前記第１から第５までの特約のいずれかに違反した場合

には、委託料の精算日から返還の日までの日数に応じ、年３．００パーセントの

割合を乗じて得た額の違約金を付して交付した委託料の返還を求めるものとし

（委託料未交付の場合にはその交付を要しないものとし）、受託者は当該返還請

求又は不交付の措置に応じなければならないこと。 
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県道西側エリアは、再整

備のため R8年 4月～R12

年頃まで公園利用を休

止している。 

 

公園利用休止区域 

別添 10 
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仮庁舎棟（R12 年頃まで） 

仮センター棟（R12 年頃まで） 
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巡回ポイント（平城宮跡区域） 

 

 

巡回ポイント 

68



都市公園占用許可申請書

（ 新規・更新・変更・令和  年  月  日 第   号 ）

令和  年  月  日 

公園管理者

  近 畿 地 方 整 備 局 長 殿

申請者 

住 所  

氏 名 

都市公園法第６条第１項の規定により下記のとおり許可を申請する。

記

都 市 公 園 名
国営飛鳥・平城宮跡歴史公園  飛鳥区域

（ 高松塚周辺・石舞台・祝戸・甘樫丘・キトラ古墳周辺 ）地区

占 用 場 所

占 用 期 間

奈良県高市郡明日香村 地先  

令和   年   月  日 ～ 令和  年  月  日

占 用 の 目 的

占用物件の名称

規 模 ・ 構 造  

及 び 数 量

工事の実施方法

及び工事の着手

及び完了の時期 

（実施方法） 

（掘削面積） 長さ 幅 面積

（ 時 期 ）  令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日

物件の管理方法

公園の復旧方法

そ の 他 参 考 と

な る べ き 事 項

担当者

氏 名

℡

別添11 
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   都市公園占用許可申請書    

  （ 新規・更新・変更 令和  年  月  日 第   号 ） 
 
                                令和   年   月   日  
 公園管理者     

  近 畿 地 方 整 備 局 長 殿 

 
                      申請者  
                        住 所   

                        氏 名                                   

  都市公園法第６条第１項の規定により下記のとおり許可を申請する。     

記 

 

都 市 公 園 名       国営飛鳥・平城宮跡歴史公園  平城宮跡区域  

占 用 場 所         
占 用 期 間         

奈良県奈良市        地先       
令和   年   月   日 ～ 令和   年   月   日       

占 用 の 目 的        

占用物件の名称

規 模 ・ 構 造     
及 び 数 量         

 

工事の実施方法

及び工事の着手

及び完了の時期  

（実施方法）                            
（掘削面積） 長さ       幅        面積       
（ 時 期 ）  令和   年   月   日 ～ 令和   年   月   日   

物件の管理方法    

公園の復旧方法    

そ の 他 参 考 と    
な る べ き 事 項     

担当者

氏 名 
   ℡ 

 

 

70



               
 

許 可 申 請 書 
  

令和  年  月  日 

近畿地方整備局長 殿 

                        住所                  

                    申請者                   

                           氏名  

                              

 

都市公園法第１２条第１項の許可を受けたいので下記により申請します。 

 

記 

 

行為の種別  

日時又は期間 令和 年 月 日（ ）～ 令和 年 月 日（ ） 

場所 
国営飛鳥・平城宮跡歴史公園 飛鳥区域 

 （高松塚周辺・石舞台・祝戸・甘樫丘・キトラ古墳周辺）地区 

目的  

内容  

その他参考となる項目  

担当者氏名 

電話番号 
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許 可 申 請 書 
 

令和   年   月   日 

 

近畿地方整備局長 殿 

 

 

住 所                   

申請者                         

   氏 名                                  

 

 

都市公園法第１２条第１項の許可を受けたいので下記により申請します。 

 

記 
 

行為の種別  

日時又は期間 令和   年   月   日（  ） ～ 令和   年   月   日（  ） 

場 所 国営飛鳥・平城宮跡歴史公園      平城宮跡区域 

目 的  

内 容  

その他参考となる事項  

担当者氏名 

電話番号 
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住所

氏名

公 園 管 理 者

国営飛鳥・平城宮跡歴史公園

　　　　　　　　地先

～

総額（初年度） （うち消費税　 ）（予定）

（下記のほか別紙のとおり）

都市公園占用許可書

国 近 整 飛 公 総 第 号

令 和 年 月 日

近畿地方整備局長

令 和 年 月 日 付 で 申 請 の あ っ た 都 市 公 園 の 占 用 許 可 に つ い て は 、

都 市 公 園 法 の 規 定 に 基 づ き 、 下 記 の と お り 許 可 し ま す 。

記

都  市  公  園  名 区域

占   用   場   所

占   用   期   間 令 和 年 月 日 令 和 年 月 日

占  用  の  目  的

占用物件の名称

規模・構造及び数量

許   可   条   件

この都市公園の占用許可について不服があるときは、行政不服審査法に定めるところに

より、この許可証を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に国土交通大臣に審査

請 求 す る こ と が で き る 。

工事の実施方法及び

工 事 の 着 手 及 び完了の時期

使    用    料
有償

73



年 月 日

年 月 日 ～ 年 月 日

①

②

③

④

⑤

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

（乗入れ車両・利用責任者一覧）

（許可申請者）

申請する地区、区域の幹線園路への下記車両乗入れを許可していただけますよう申請致します。

車両番号
利用責任者

の氏名
利用責任者
の所属

利用責任者
の所属住所

車両の種類

国営飛鳥・平城宮跡歴史公園　　車両乗入れ許可申請書

石舞台地区

キトラ古墳周辺地区

発注者がある場合は、元請会社名、組織名等

元請（責任者）住所

（車両乗入れ期間）

令和 令和

平城宮跡区域

高松塚周辺地区 甘樫丘地区

祝戸地区

（車両乗入れ理由）

（申請日）

担当者電話番号

担当者名

代表者名

乗入れる地区、区域にチェックしてください

令和
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国土交通省 近畿地方整備局 国営飛鳥歴史公園事務所長

６．乗入れ許可を受けた車両が公園区域内において損傷を受けても、公園管理者は責任を負わない。

    その指示に従い、責任を持って復旧すること。

＜車両の乗入れ許可条件>

    車外から確認できるよう明示すること。それが不可能な場合は他の方法で許可書を明示すること。

    公園管理のための業務用車両の通行を妨げないよう、十分注意して徐行運転をすること。

    車両の利用責任者が全面的に責を負うものとする。

４．芝生の上に車両を乗り上げたり公園施設を損傷しないこと。

本証は、本証に記載された車両以外の車両に使用することはできません。

１．公園区域に進入する時は、許可書又はその写しを乗入れ車両のフロントガラスに内側から貼付け

２．公園区域内においては、他の公園利用者に不快感を与えたり危害を加えたりしないよう、また

３．乗入れ許可を受けた車両が公園区域内において万一公園利用者等に危害を加えた場合は、当該

５．公園施設(園路等を含む。)を損傷した場合は、当該車両の利用責任者は公園管理者に報告の上、
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【機密性２】 

平成２２年 ３月 １日 

統括情報セキュリティ責任者策定 

平成２４年 ５月１５日一部改正 

平成２７年 ４月 １日一部改正 

平成２９年 ３月２２日一部改正 

（平成２９年 ４月 １日施行） 

令和 ４年 ３月３１日一部改正 

（令和 ４年 ４月 １日施行） 

令和 ５年１２月１１日一部改正 

令和 ７年 ３月２７日一部改正 

（令和 ７年 ４月 １日施行） 

ドメイン名の使用に関する規程 

目次 

1 本規程の目的 

2 本規程の対象者 

3 用語の定義 

4 ドメイン名の使用についての対策 

4.1 ドメイン名の取得時の対策 

4.2 ドメイン名の廃止時の対策 

4.3 情報発信時の対策 

1  本規程の目的 

国土交通省は、ウェブサーバ、電子メール等を利用して行政情報の提供、行政手続、意見募集

等の行政サービスを提供している。行政サービスの利用者にとって、これらのサービスが真正な

ものであることが確認できるよう、国土交通省として一貫したドメイン名を使用する必要がある。 

本規程は、以上を踏まえ、国土交通省情報セキュリティポリシー（以下「ポリシー」という。）

を補完して、ドメイン名の使用についての対策を定めることを目的とする。 

2  本規程の対象者 

本規程は、全ての職員等を対象とする。この場合、ウェブサーバ等の管理又は運営を委託する

場合や、間接補助金の交付事務を行う補助事業者が管理又は運営する場合を含む。 

3   用語の定義 

本規程における用語の定義は次のとおりである。 

・ 「ドメイン名」とは、国、組織、サービス等の単位で割り当てられたネットワーク上の名前

であり、英数字及び一部の記号を用いて表したものをいう。例えば、www.mlit.go.jp という

別紙
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     【機密性２】  
 

 

ウェブサイトの場合は、mlit.go.jp の部分がこれに該当する。 

・ 「政府ドメイン名」とは、.go.jp で終わるドメイン名をいう。 

・ 「サブドメイン名」とは、ドメイン名の前に、文字列を追加することで機能するドメイン名

をいう。例えば、example.mlit.go.jp、sample.example.mlit.go.jp がこれに該当する。 

・ 「システム管理者」とは、ポリシーⅢ.2.1.1(4)(c)(ウ)に基づいて情報システムごとに定め

られた情報セキュリティ対策に関する事務の責任者をいう。 

・ 「職員等」とは、国土交通省において行政事務に従事している国家公務員その他の国土交通

省の指揮命令に服している者であって、国土交通省の管理対象である情報及び情報システム

を取り扱う者をいう。個々の勤務条件にもよるが、例えば、派遣労働者、一時的に受け入れ

る研修生等も含まれるものとする。 

 

4 ドメイン名の使用についての対策 

4.1 ドメイン名の取得時の対策 

(1) システム管理者は、国土交通省外の者に対してアクセスさせることを目的として情報を保存

するためにサーバを構築する場合には、政府ドメイン名を使用すること。 

(2) システム管理者は、職員等が国土交通省外の者に対して電子メールを送信するためのシステ

ムを構築する場合には、政府ドメイン名を使用すること。 

(3) 職員等は、ドメイン名（国土交通省内のみで利用されるものを除く。）の取得を含む業務委

託をする場合には、政府ドメイン名を使用するよう調達仕様に含めること。 

(4) システム管理者又は職員等は、(1)から(3)までに規定するサーバ若しくはシステムの構築又

は業務委託をしようとするときは、あらかじめ、情報セキュリティ責任者の決裁を経た上で、

別紙１により統括情報セキュリティ責任者の承認を得ること。ただし、既に取得されている政

府ドメインのサブドメイン名を取得する場合はこの限りでない。 

(5) 既に取得している政府ドメインのシステム管理者又は職員等は、サブドメイン名を設定する

ときは、以下の事項をドメイン台帳（様式）に記載すること。 

(a) ドメイン名及び当該ドメインのサブドメイン名 

(b) 担当者の所属、氏名 

(c) 利用目的 

(d) 利用期間 

(e) 外部公開の有無 

(f) 取り扱う情報の格付け 

(6) 既に取得している政府ドメインのシステム管理者又は職員等は、ドメイン台帳を保管し、統

括情報セキュリティ責任者の求めに応じて報告すること。 

 

4.2 ドメイン名の廃止時の対策 

 (1) システム管理者又は職員等は、ウェブサイトのドメイン名を廃止する場合には、以下の対策

を講じること。 

(a) 当該ウェブサイトの運用停止に先立ち、原則として 3月以上の十分な周知期間を設けて、

運用停止に関する案内を行うこと。 
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     【機密性２】  
 

 

(b) ウェブサイトの運用停止後も、1 年以上当該ドメイン名を保持し、その間、当該ドメイ

ン名を引用している他のウェブサイト、広報資料等に必要な修正を行うなど、当該ドメイ

ン名に係るウェブサイトが運用中であるとの誤解を生じさせないよう適切な措置を講ずる

こと。 

(2) システム管理者又は職員等は、メールサーバのドメイン名を廃止する場合には、メールサー

バの運用停止後も、1 年以上、当該ドメイン名を保持すること。 

(3) システム管理者又は職員等は、(1)及び(2)に規定する対策を講じようとするときは、あらか

じめ、その講じようとする対策の内容について、情報セキュリティ責任者の決裁を経た上で、

別紙２により統括情報セキュリティ責任者の承認を得ること。 

(4）既に取得している政府ドメインのシステム管理者又は職員等は、サブドメイン名を廃止する

ときは、DNS レコード設定を解除すること。 

 

4.3 情報発信時の対策 

(1) 職員等は、国土交通省外の者に対してアクセスさせることを目的として情報を保存するため

にサーバを使用する場合には、政府ドメイン名のサーバのみを使用すること。ただし、ポリシ

ーⅢ.8.1.2 の遵守事項を遵守してソーシャルメディアによる情報発信を行う場合を除く。 

(2) 職員等は、国土交通省外の者に対して電子メールを送信する場合には、政府ドメイン名の電

子メールを使用すること。ただし、ポリシーⅢ.8.1.1.(5)(b)の場合（政府ドメインが使用でき

ない場合であって、職員等から送信された電子メールであることを受信者が認知できるとき）

を除く。 

 (3) 職員等は、国土交通省外の者に対してアクセスや送信をさせることを目的として政府ドメイ

ン名以外のドメイン名を国土交通省以外のものとして告知する場合には、以下の条件を全て満

たすこと。 

(a) 告知するドメイン名を管理する組織名を明記すること。 

(b) 告知するドメイン名の有効性を確認した時期又は有効性を保証する期間を明記すること。 

(c) 電子メール送信の場合は、告知内容についての問合せ先として政府ドメイン名による電

子メールアドレスを明記するか、又は政府ドメイン名による電子署名をすること。 
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事業者が参加する会議一覧及び参加時の役割 
 

 

 

 
参画会議等 役割 

１ 明日香村観光交流活性化事業実行委員会 会議出席 

２ 明日香路写真コンクール事業実行委員会 
撮影会共催 

監査 

３ 飛鳥観光協会 総会出席 

４ 文化庁との定例会議 会議出席 

５ 明日香村文化協会 総会出席 

６ 明日香村伝承芸能保存会 総会出席 

７ 定例会 会議出席、会議の報告書作成 

８ ボランティア活動推進会議 
会長等の役員、会議出席、会議資

料作成 

９ キトラとらい塾（よりあいキトラ） 会議出席 

１０ 平城宮跡サポートネットワーク 会議出席 

１１ 平城宮跡歴史公園管理運営調整会議 会議出席 

※上記の他、公園の運営維持管理に係わる会議への参加依頼があった場合は、適切に対応する

こととする。 

別添１3 
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国営飛鳥・平城宮跡歴史公園消防計画書 
 

第一章  総  則 
 

（目 的） 
第1条 この計画は、消防法 8 条第 1 項に基づき国営飛鳥・平城宮跡歴史公園における防

火管理業について必要事項を定め、防火管理の徹底を期することにより、火災そ

の他による災害の軽減を図ることを目的とする。 
 
(防火管理者の権原等) 
第2条 防火管理者は、この計画について一切の権原を有し次の業務を行うものとする。 
（１）消防計画の検討及び変更 
（２）消火・通報・避難・避難誘導の訓練の実施 
（３）建築物、火気使用器具設備等の点検、検査の実施及び監督 
（４）消防用設備の点検整備及び監督 
（５）火気使用又は取扱に関する指導監督 
（６）収容人員の管理 
（７）消防機関への届出、報告、連絡等に関すること 
（８）管理権原者に対する助言及び報告並びにその他防火管理業務に関すること 
 

第二章  予防管理 
（防火管理の組織） 
第3条 １ 防火管理者は消防法施行令第 4 条の責務を完全に履行するため必要数の火

元責任者をおく。 
２ 日常における火災防止を図るため消防用設備、火災使用設備等の適正管理と

機能保持に努める。 
３ 前各項による組織及び任務分担は別表第 1 のとおりとする。 

 
（自主検査等） 
第4条 火災予防に関する自主検査については、別表第 2 及び次に定めるとおりとする。 

１ 火気使用器具の日常点検       使用後随時又は終了後 
２ 喫煙管理状況            随時又は終了後 
３ 事務所及び公園館の出入口、通路、非常口等の避難路の障害状況 

随時又は終了後 
４ 火気使用器具及び施設の管理状況   1 ヶ月に 1 回 
５ 電気設備及び器具の管理状況     1 ヶ月に 1 回 

別添 14 
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６ 危険物等の管理状況         1 ヶ月に 1 回 
 
（消防用設備の点検） 
第5条 消防用設備については、消防法第 17 条の 3 の 3 に基づき次の点検を実施するとと

もに別に維持台帳に記録し、3 年に 1 回消防署長に報告するものとする。 
外観及び機能点検    6 ヶ月に 1 回 
総合点検        1 年に 1 回 
なお、上記点検について点検資格者の必要な点検は、点検資格者と保守契約を結

び点検を実施するものとする。 
 
（臨時の火気使用等） 
第6条 １ 建物内外において指定された場所以外で火気を使用する場合は、防火管理者

の許可を受けなければならない。 
２ 防火管理者は火気使用について、必要のあるときはその使用について場所の

指定又は制限並びに適切な指示を与える。 
３ 防火管理者は日常の火災予防について、守らなければならない基本事項につ

いて指示する。 
 

第三章 自衛消防活動 
 
（消防隊の編成及び活動） 
第7条  火災その他災害発生時の被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊長を最高責

任者とした組織を編成(別表第 3)し、それぞれの担当業務を遂行するものとする。 
 

第四章  教養訓練 
 
（教 養） 
第8条 １ 防火管理者は、職員に対して防火に関する教育訓練を実施し、防火管理に万

全を期すよう努めるものとする。 
２ 職員は、前項の教育を積極的に受け入れるとともに、防火に関する知識につい

て一層の向上を図るものとする。 
 
（訓 練） 
第9条  防火管理者は有事に際し、人的物的被害を最小限にとどめるため消防訓練によ

って技術の練磨を図るため年 1 回の訓練を実施する。 
(１)総合訓練 

火災等の災害を想定して自衛消防隊の編成に基づき通報、避難等の総合訓練を行う。 
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(２)部分訓練 
通報・消火・避難等の訓練を個別に実施して、それぞれの任務の確認や技術の習得を図

る。 
 

第五章  震災予防 
 
（震災予防） 
第10条  大規模な地震の発生に関する予知情報等地震情報が発せられた時は、第 2 章の

各条によるほか次によるものとする。 
（１）情報の収集及び関係社への伝達 
（２）建物及び施設に対する措置 

・建物内の陳列品、物品等の転落落下防止の実施 
・消防用設備及び避難路の点検 

（３）出火予防 
・火気使用器具設備等の使用制限及び使用中止 
・火気使用器具設備等の転落落下防止及び自動消火装置等の点検 
・危険物施設の検査及び流失及び漏れ等の防火装置の点検 

 
（地震後の措置） 
第11条  地震直後においては、建物、消防用設備、火気使用器具等に対し点検、検査及び

応急措置を行う。 
 

第六章  雑 則 
（摘要範囲） 
第12条  この計画は、関係者及び出入する者すべての者に適用する。 
 
附則 この計画は、令和８年４月１日より実施する。 
 
 
 
付表・別表は割愛する。 
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令和７年度

国 営 飛 鳥 歴 史 公 園 事 務 所

災害対策部運営計画

（ 災 害 ・ 防 災 運 営 計 画 ）

令和７年４月１日

国土交通省 近畿地方整備局

国営飛鳥歴史公園事務所
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- 1 -

第１条（目的）

この計画は，災害対策基本法，防災基本計画及び国土交通省防災業務計画に基づき、近畿地方整備局

国営飛鳥歴史公園事務所の所掌事務について、防災に関し執るべき措置等を定め，防災対策の総合かつ

計画的な推進を図り、もって民生の安定、国土の保全、社会秩序の維持と公共の福祉の確保に資するこ

とを目的とする。

第２条（災害対策部の設置）

前条の目的を達成するため国営飛鳥歴史公園事務所に「国営飛鳥歴史公園事務所地震災害対策部・風

水害対策部」を置く。

１．地震災害対策部 別表１

２．風水災害対策部 別表２

第３条（組織及び分担）

１．対策部の組織は別紙（１）の通りとし、各班、各掛の業務分担は別紙（２）の通りとする。

２．対策部長は事務所長、対策副部長は副所長又は事務所長の指名する職員とする。なお、対策副部長

は、対策部長を補佐するとともに、計画班長に助言し、対策部長や計画班長に事故ある時は代行する

ものとする。

３．対策部長の指示する業務を行うため、当公園の維持管理を委託している飛鳥・平城宮跡歴史公園サ

ポート共同体の人員を配置するものとする。

第４条（災害対策地区の指定）

１．災害対策の指定地区は下記の通りとする。

地区一覧表

地 区 所 在 地

飛鳥区域 祝戸、石舞台、 奈良県高市郡明日香村

甘樫丘、

高松塚周辺、

キトラ古墳周辺

平城宮跡区域 平城宮跡 奈良県奈良市

第５条（警戒体制の発令）

１．対策部長は、気象情報等に基づき、警戒体制の発令及び解除を指令しなければならない。その指令

については、総務班長を通じて各班に連絡するものとし、連絡系統の詳細については、別紙（１）の

組織構成表（フロ－）によるものとする。

２．対策部長は、警戒体制の発令及び解除を行った場合は、対策本部長へ報告しなければならない。

３．業務基準及び出動人数

(1) 業務基準及び出動人数は、警戒体制の区分表別表１～２に示す基準とする。
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第６条（報 告）

１．工作班長は、次の各号に該当する事項について、対策班長を通じて対策部長に報告しなければなら

ない。

(1) 警戒体制に伴うパトロ－ル巡回での異常事故等。

(2) 災害が発生した時。

(3) その他災害対策上、重要な事項。

２．対策部長は、上記の報告を取りまとめ、対策本部長に報告しなければならない。

第７条（その他関係団体への通知等）

公園内の危険個所への立入を禁止した場合、明日香村総務課、明日香村地域振興公社、古都飛鳥保存

財団に通知しなければならない。

第８条（公園利用者等への広報）

飛鳥区域においては、公園内の危険個所への立入を禁止した場合、明日香村総務課を通じ、村内放送

等で公園利用者に周知をする。

また、近畿日本鉄道の飛鳥駅、岡寺駅、橿原神宮前駅の３個所の駅に掲示板等で来園者に周知する。

平城宮跡区域においては、奈良県公園企画課と協力し、適切な方法で周知に努める。

第９条（応援及び協力）

１．対策部長は必要に応じ、他の班の応援を命ずることが出来る。

２．各班及び各掛員は、互いに協力して災害の防止に努めなければならない。

第１０条（緊急時）

緊急時（公園利用者等事故・災害）については、負傷等が生じた時は直ちに中和広域消防組合高市消

防署に連絡して対処して、対策本部長に報告する。

災害発生時には、状況を直ちに対策本部長に報告し対策について協議して対処する。

第１１条（適用期間）

本計画の運用は令和７年４月１日から翌年度計画の承認時までとする。
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別表１

警戒体制の区分表（地震災害）の発令基準，職務基準，出動人員

体制区分 発 令 基 準 職 務 基 準 出 動 基 準

注意体制 1.気象庁が明日香村（平城分室 は 1.各種情報の収集整理及び体制の （事務所）
奈良市）地域で震度４を発表し、 報告 計画班長、総務班長、対策
対策部長が必要と判断した場合 班長又はこれに代わる班員

2.警戒体制に移る準備（夜間にあ の１名及び工作班長、工作
2.気象庁が近畿地方管内の地域で震 っては直ちに警戒体制に入れる 副班長又はこれに代わる班

度４を発表し、対策部長が必要と よう体制要員に連絡させる） 員の１名
判断した場合 計２名

3.対策部長が必要と判断した場合 （平城分室）
対策副部長、対策班長又は
これに代わる班員の１名及
び工作副班長又はこれに代
わる班員の１名
計２名

警戒体制 1.気象庁が明日香村（平城分室は奈 1.各種情報の収集整理及び体制の （事務所）
良市）地域で震度５弱もしくは５ 報告 計画班長、総務班長、対策
強を発表した場合 班長又はこれに代わる掛員

2.災害が発生したときは状況に応 の２名と運転手１名及び工
2.気象庁が近畿地方管内の地域で震 じた対応を行うとともに，対策 作班長、工作副班長又はこ

度５弱もしくは５強を発表し、対 本部に連絡 れに代わる掛員の４～５名
策部長が必要と判断した場合 （巡回を含む）

3.対策本部の応援指令があったと 計７～８名
3.対策本部長の指令があった場合 きは、応援に必要な要員・資機

材を派遣 （平城分室）
4.対策部長が必要と判断した場合 対策副部長、対策班長又は

4.災害情報、災害応急復旧、対策 これに代わる班員の２名及
状況等について、必要に応じて び工作副班長又はこれに代
広報 わる掛員の３名（巡回を含

む）
5.工作班によるパトロ－ル車に出 計５名

動命令を出し、災害対策地区の
構造物・法面等の注意巡回

非常体制 1.気象庁が明日香村（平城分室は奈 1.各種情報の収集整理及び体制の 全 員
良市）地域で震度６弱以上を発表 報告
した場合

2.災害が発生したときは状況に応 （事務所）
2.対策本部長の指令があった場合 じた対応を行うとともに、対策 計２２名

本部に連絡 （飛鳥管理センター及び運転手含む）
3.対策部長が必要と判断した場合

3.対策本部の応援指令があったと
きは、応援に必要な要員・資機 （平城分室）
材を派遣 計１１名

（平城宮跡管理センター含む）
4.災害情報、災害応急復旧、対策

状況等について、必要に応じて
広報

5.危険箇所への進入を禁止

6.公園内の安全を確認するため巡
回

解 除 1.対策部長が災害発生の恐れがなく 体制の解除及び報告
なったと判断した場合。

(注)1.出動基準は標準的なものであり、人員の配置は災害の状況等により、弾力的に運用するものとする。
2.巡回員は運転手の外、原則として２名とするが、飛鳥・平城宮跡歴史公園サポート共同体の場合は巡視員を兼ねる

ことができるものとする。
なお、巡回については、近接場所は自転車、バイク、徒歩にて行う場合もある。

3.連絡車等は、国土交通省官用車及び飛鳥・平城宮跡歴史公園サポート共同体の外、適宜タクシーを使用するものと
する。
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別表２

警戒体制の区分表（風水災害）の発令基準，職務基準，出動人員

体制区分 発 令 基 準 職 務 基 準 出 動 基 準

注意体制 1.風雨に関する注意報若しくは，警報 1.各種情報の収集整理及び体制報告 （事務所）
(以下「注意報等」という）が、発 計画班長、総務班長、対

令され対策部長が必要と認めた場合 2.警戒体制に移る準備（夜間にあっ 策班長又はこれに代わる
ては直ちに警戒体制に入れるよう 班員の１名及び工作班

2.かなりの降雨又は強風があり、公園 体制要員に連絡させる） 長、工作副班長又はこれ
内通路や施設に危険があると予想さ に代わる班員の１名
れる場合 計２名

3.気象情報ｼｽﾃﾑによる自動通報(時間 （平城分室）
雨量30㎜、連続雨量150㎜以上)が 対策副部長、対策班長又
あり、対策部長が必要と認めた場合 はこれに代わる班員の１

名及び工作副班長又はこ
4.火災が園外で発生し、園内に延焼の れに代わる班員の１名

恐れがある場合 計２名

5.対策本部長の指令があった場合

6.その他対策部長が必要と認めた場合

警戒体制 1.強風、降雨、雷雨災害等により、公 1.各種情報の収集整理及び体制報告 （事務所）
園内に災害が予想され、対策部長が 計画班長、総務班長、対
必要と認めた場合 2.非常体制に移る準備（夜間にあっ 策班長又はこれに代わる

ては直ちに非常体制に入れるよう 掛員の２名と運転手１名
2.強風，降雨，雷雨等により、公園内 体制要員に連絡させる） 及び工作班長、工作副班

に重大な災害が発生した場合 長又はこれに代わる掛員
3.工作班によるパトロ－ル車に出動 の４～５名（巡回を含む）

3.火災が園内で発生した場合又は園外 命令を出し、災害対策地区の構造 計７～８名
から発生した火災により広範囲に延 物・法面等の注意巡回
焼した場合 （平城分室）

4.災害情報、災害応急復旧、対策状 対策副部長、対策班長又
4.対策本部長の指令があった場合 況等について、必要に応じて広報 はこれに代わる班員の２

名及び工作副班長又はこ
5.その他対策部長が必要と認めた場合 5.対策本部の応援指令があった時 れに代わる掛員の３名

は、応援に必要な要員・資機材を （巡回を含む）
派遣 計５名

非常体制 1.強風、降雨、雷雨、火災等により公 1.各種情報の収集整理及び体制報告 全 員
園内の法面の崩壊、構造物の倒壊消
失、園路の陥没等重大な災害が発生 2.危険箇所への進入を禁止 （事務所）
した場合 計２２名

3.災害が発生したときは状況に応じ （飛鳥管理センター及び運転手含む）
2.対策本部長の指令があった場合 た対応を行うとともに、対策本部

長に報告
3.その他対策部長が必要と認めた場合 （平城分室）

4.公園内の安全を確認するため巡回 計１１名
（平城宮跡管理センター含む）

5.災害が発生したときは、災害に関
する調査を行うとともに復旧に対
する適切な措置

6.対策本部の応援指令があった時は
応援に必要な要員・資機材を派遣

7.災害情報、災害応急復旧、対策状
況等について、必要に応じて広報

解 除 1.対策部長が、災害発生の恐れがなく 体制の解除及び報告
なったと判断した場合

(注)1.出動基準は標準的なものであり、人員の配置は災害の状況等により、弾力的に運用するものとする。
2.巡回員は運転手の外、原則として２名とするが、飛鳥・平城宮跡歴史公園サポート共同体の場合は巡視員を兼ねる

ことができるものとする。
なお、巡回については、近接場所は自転車、バイク、徒歩にて行う場合もある。

3.連絡車等は、国土交通省官用車及び飛鳥・平城宮跡歴史公園サポート共同体の外、適宜タクシーを使用するものと
する。
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別紙（１） （連絡系統図）

組 織 構 成 表 （フロ－）

【公園対策本部】
建政部 都市整備課

公 園 調 整 官
課
課 長 補 佐
技術指導係長

状況・事務所発令体制の報告
メーリングリスト

《 》 体制発令指令
により報告

発令・
気象協会 【国営飛鳥歴史公園事務所対策部】 解除の連絡

ＴＶ 情報収集 （℡ 0744-54-2662）

対 策 部 長 状況報告
気象情報 対策副部長
システム

計画班
班 長
掛 長
掛 員

発令・ 指示・発令・
解除の連絡 状況報告 解除の連絡 指示・

指示・状況報告 発令・解除の報告 状況報告

国営飛鳥歴史公園事務所 国営飛鳥歴史公園事務所 平城分室
（℡ 0744-54-2662） （℡ 0744-54-2662） （0742-36-4327）

総務班 対策班 対策班
班 長 (飛鳥区域) (平城宮跡区域)
掛 長 班 長 班 長
掛 員 副班長 (副班長

掛 長 掛 長
状況報告

指示・ 発令・
状況報告 解除の連絡 指示・状況報告 指示・状況報告

飛鳥・平城宮跡歴史公園サポート共同体
飛鳥管理センター(℡0744-54-2441)・平城宮跡管理センター(℡0742-36-8780)

工作班
班 長

【飛鳥管理センター】 【平城宮跡管理センター】
（飛鳥区域） （平城宮跡区域）

副班長 副班長
工作掛(℡0744-54-2441) 工作掛(℡0742-36-8780)

Ａ班:(甘樫丘地区) Ａ班：（特別史跡区域）
：班長 ：班長

榊 裕

Ｂ班:(祝戸･石舞台･高松塚周辺地区)
：班長 Ｂ班：（朱雀門ひろば区域）

：班長

Ｃ班:(キトラ古墳周辺地区)
：班長
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別紙（２）
業 務 分 担

班 掛 業 務 内 容

総務班 １．各班との連絡調整に関すること

総務班長 ２．非常炊出し，救助に関すること

副班長 ３．渉外事務に関すること

④．外部に対する広報に関すること

総務掛 ５．自動車の統制運用に関すること

６．防災上必要な訓練に関すること

７．その他災害対策部の業務のうち他の班に属さない事項に
対 対 関すること

８．物資の調達，会計に関すること

計画班 ①. 降雨等についての情報収集に関すること
策

計画班長 ②．各警戒体制における各班の組織，構成に関すること
策

副班長 ③．警戒体制等の発令解除及び人員編成に関すること

計画掛 ４．気象情報地震に関する情報の収集，雨量観測及び情報の
副 収集に関すること

５．関係官庁，団体等との連絡に関すること

部 ６．体制の公園対策本部への報告に関すること（体制システム
入力を含む）

部

対策班
１．交通規制等の措置に関すること

(国営飛鳥歴史公園事務所）
２．交通規制及び災害の報告に関すること

長 長 対策班長
③．災害復旧のための応援に関すること

副班長
４．災害に関する情報の収集及び調査に関すること

対策掛
(平城分室） ５．災害活動の記録、とりまとめに関すること

対策班長 ６．災害復旧対策の企画，設計に関すること

副班長 ７．機械の準備点検，配置に関すること

８．電気設備及び通信設備に関すること

工作班 １．雨量観測及び情報の収集に関すること
（平城分室）
（飛鳥・平城宮跡歴史 ２．連絡業務及び広報業務に関すること

公園サポート共同体）
工作掛 ３．公園の巡回及び防災に関すること

工作班長
④．規制の実施に関すること

副班長
５．災害調査及び復旧の実施に関すること

備考 １） ○印は主として班長等の業務とする。
２） 業務分担について、総務班，対策班は飛鳥区域においては、国営飛鳥歴史公園事務所、平城

宮跡区域においては、平城分室とし，工作班は飛鳥・平城宮跡歴史公園サポート共同体の業務
とするが、応援等が必要な場合は第９条による。
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別紙（３）

連 絡 表

（ 国営飛鳥歴史公園事務所 ）

気象庁 奈良地方気象台 国土交通省 近畿地方整備局 近畿地方整備局 建政部
国営飛鳥歴史公園事務所 Tel 06-6942-1080

Tel 0742-22-2555～6 Tel 0744-54-2662 ﾏｲｸﾛ
Fax 0744-54-2772 Fax 06-4790-6936

ﾏｲｸﾛ

奈良国道 橿原維持出張所 近畿日本鉄道
Fax 橿原神宮前駅

Tel 0744-23-8781
ﾏｲｸﾛ 飛鳥・平城宮跡歴史公園 Tel 0744-22-2449

サポート共同体 ・岡寺駅と飛鳥駅について
飛鳥管理センター は、橿原神宮前駅を経由

Fax 766-6539 して連絡
Tel 0744-54-2441
Fax 0744-54-4633

中和広域消防組合 明日香村
高市消防署 総 務 課

Tel 0744-52-4499 Tel 0744-54-2001

奈良県警察本部 明日香村
橿原警察署 地域振興公社

Tel 0744-23-0110 Tel 0744-54-4577

ＳＥＣＯＭ (財)古都飛鳥保存財団
橿原支社

Tel 0744-54-3338
Tel 0744-24-1666

文化庁 文化財部 奈良近鉄タクシ－
古墳壁画室 ※京交信加盟会社

Tel 03-6734-4766 Tel 0742-23-1182

服部タクシ－㈱
※京交信加盟会社

Tel 0742-50-5521
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別紙（４）

連 絡 表

（ 平 城 分 室 ）

気象庁 奈良地方気象台 国土交通省 近畿地方整備局 国営飛鳥歴史公園事務所
国営飛鳥歴史公園事務所

Tel 0742-22-2555～6 （平城分室） Tel 0744-54-2662
Fax 0744-54-2772

Tel 0742-36-4327 ﾏｲｸﾛ
Fax 0742-36-4331

ﾏｲｸﾛ
Fax 762-400

奈良国道事務所
Fax 762-429

Tel 0742-33-1391
Fax 0742-36-1685 飛鳥・平城宮跡歴史公園

サポート共同体
奈良維持出張所 平城宮跡管理センター

Tel 0742-34-3581 Tel 0742-36-8780
Fax 0742-34-3583 Fax 0742-36-8781

奈良文化財研究所 文化庁平城宮跡管理事務所
研究支援課

Tel 0742-32-5106
Tel 0742-30-6737

奈良県県土マネジメント部
ＡＬＳＯＫ まちづくり推進局

奈良支社 公園企画課

Tel 0742-34-7911 Tel 0742-27-8069

奈良県警察本部
奈良警察署

Tel 0742-33-0110

奈良市消防署
Tel 0742-35-1199

中央消防署
Tel 0742-22-7051～2
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別紙（５）

気象情報システム自動通報一覧表

令和７年４月１日現在

通 報 順 位 役 職 氏 名 備 考

１ 事 務 所 長

２ 副 所 長

３ 工務第一課長

４ 調査設計課長

５ 建 設 監 督 官

飛鳥管理ｾﾝﾀｰ
６

セ ン タ ー 長

飛鳥管理ｾﾝﾀｰ
７

副センター長

飛鳥管理ｾﾝﾀｰ
８

業 務 課 長

※気象情報システムは、国営飛鳥歴史公園事務所の雨量計において時間雨量３０㎜以上
もしくは連続雨量１５０㎜以上となった場合、通報順位に従い、登録の電話番号へ
自動的に順次状況を通報されるものである。
（不通及び通話中の番号には、１～８まで回った後、もう１回のみ通報される）
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＜参考資料＞

災害対策に伴う時間外の体制について（案）

（国営飛鳥歴史公園事務所）

１．時間外の体制 （対策部長が必要と判断した場合）

【注意体制】

1) 平日夜間 （17：15～ 8：30） 国営飛鳥歴史公園事務所１名，飛鳥管理センタ－１名

2) 休日等夜間（17：15～ 8：30） 国営飛鳥歴史公園事務所１名，飛鳥管理センタ－１名

3) 休日等昼間（ 8：30～17：15） 国営飛鳥歴史公園事務所１名，飛鳥管理センタ－１名

【警戒体制】

1) 平日夜間 （17：15～ 8：30） 国営飛鳥歴史公園事務所２名及び運転手１名、
飛鳥管理センタ－４～５名

2) 休日等夜間（17：15～ 8：30） 国営飛鳥歴史公園事務所２名及び運転手１名、
飛鳥管理センタ－４～５名

3) 休日等昼間（ 8：30～17：15） 国営飛鳥歴史公園事務所２名及び運転手１名、
飛鳥管理センタ－４～５名

ｲ) 平日夜間，休日等に風水害が想定される場合、事前に日時ごとに当番の割り当てを行い、体制に
入った際の当番の者が対応を行う。

ﾛ) 連絡は対策部長より（国営飛鳥歴史公園事務所の場合）所属長を通じて当番の人へ、
また（飛鳥管理センターの場合）調査設計課長から管理センター長を通じて当番の人へ連絡する。

２．庁舎の入室について

1) 庁舎のカギについて 常時１７個(国営飛鳥歴史公園事務所)＋非常時７個(飛鳥管理センター)
＋２個(総合警備保障（株）)＝２６個

2) 時間外に庁舎へ入る場合（カギの無い場合）はセコム橿原支社(℡ 0744-24-1666)に連絡すること。
また、災害の体制等で庁舎に遅くまで滞在する場合にも総合警備保障にその旨を事前に電話連絡す

ること。

３．業務内容

1) 体制の発令報告（建政部都市整備課）と情報（雨量等）の把握。

建政部都市整備課への報告はメーリングリスト《 》によ
り行う。【体制の発令・解除、諸対応の状況、被害等の状況・内容、開園・閉園の状況 等】

2) 注意体制から警戒体制へ移る必要がある場合は，対策部長へ連絡すること。

3) 詳細については国営飛鳥歴史公園事務所災害対策部運営計画による。

4) 体制の解除をする場合も対策部長の指示により、体制の解除報告（建政部都市整備課）を行う。

４．巡回の実施について

1) 巡回の実施基準は下記を基本とする。

風雨に関する警報が解除された（又は解除が見込まれる）場合

注）昼間の場合、直ちに巡回開始。夜間の場合、早朝より巡回開始。
昼間と夜間の区別については、巡回が安全に実施できる照度があるか否かで判断。
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＜参考資料＞

災害対策に伴う時間外の体制について（案）

（平 城 分 室）

１．時間外の体制 （対策部長が必要と判断した場合）

【注意体制】

1) 平日夜間 （17：15～ 8：30） 平城分室１名

2) 休日等夜間（17：15～ 8：30） 平城分室１名

3) 休日等昼間（ 8：30～17：15） 平城分室１名

【警戒体制】

1) 平日夜間 （17：15～ 8：30） 平城分室２名
平城宮跡管理センタ－３名

2) 休日等夜間（17：15～ 8：30） 平城分室２名
平城宮跡管理センタ－３名

3) 休日等昼間（ 8：30～17：15） 平城分室２名
平城宮跡管理センタ－３名

連絡は対策部長より対策副部長を通じて当番の人へ連絡する。

２．業務内容

1) 情報（雨量、現場状況等）の把握と共有。
雨量や現場状況等について、事務所へ報告し、体制の移行等について相談を行う。

３．巡回の実施について

１）巡回の実施基準は下記を基本とする。

風雨に関する警報が解除された（又は解除が見込まれる）場合

注）昼間の場合、直ちに巡回開始。夜間の場合、早朝より巡回開始。
昼間と夜間の区別については、巡回が安全に実施できる照度があるか否かで判断。
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＜参考資料＞

勤務時間外における地震時緊急体制について

国営飛鳥歴史公園事務所

１．本体制の目的

地震時の基本的な体制については、「国営飛鳥歴史公園事務所 災害対策部運営計画」によるもの
とするが、勤務時間外に発生した地震について緊急に対応を図る必要のある場合に、本体制により運
営を行うことを目的として定める。

２．本体制の発令基準

近畿管内の広範囲で地震が発生し、明日香村地域に震度４以上の地震速報が確認された時。
（各自が地震を体感した場合、テレビ等で速報震度の確認を行う）

３．本体制の初動

１）国営飛鳥歴史公園事務所職員の初動

①事務所近くの職員については、「２．本体制の発令基準」が確認された場合は、事務所に出勤
し、情報の収集（管理棟等施設の点検及詳細な震度）を行うものとする。

②情報の収集ができた段階で、あらゆる手段（携帯電話・固定電話・メール等）で下記の連絡が
できる職員に連絡を行い指示を受けるものとする。

国営飛鳥歴史公園事務所の事務所長及び調査設計課長・工務第一課長

③連絡のとれない場合は、出勤職員の判断で対応するものとする。

注）①事務所と飛鳥管理センターの初動については、重複するものとし、又、事務所及び飛鳥管
理センター近くの職員の初動についても重複するものとする。

２）飛鳥管理センター職員の初動

①飛鳥管理センター近くの職員については、「２．本体制の発令基準」が確認された場合は、飛
鳥管理センターに出勤し、情報の収集（管理棟等施設の点検及詳細な震度）を行うものとする。

②情報の収集ができた段階で、あらゆる手段（MicrosoftTeams・携帯電話・固定電話・メール等）
で下記の連絡ができる職員に連絡を行い指示を受けるものとする。

国営飛鳥歴史公園事務所の調査設計課長及び工務第一課長

③連絡のとれない場合は、事務所職員の到着を待つ。

４．巡回の実施について

１）巡回の実施基準は下記によるものとする。

震度４以上の地震発生時

注）昼間の場合は、直ちに巡回開始。 夜間の場合は、早朝より巡回開始。
昼間と夜間の区別については、巡回が安全に実施できる照度があるか否かで判断。

５．情報収集について

１）詳細震度の確認は下記によるものとする。

①インターネットによる詳細震度の確認を行う場合の地先は、明日香村もしくは近郊の震度を
適用するものとする。

②明日香村役場の総務課に問い合わせを行う。（３６５日２４時間対応可能）
ＴＥＬ（０７４４）５４－２００１（代）

③奈良県提供の警報、注意報、地震情報の携帯メール配信サービスの活用
http://www3.kasenbousai.pref.nara.jp/k.html
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＜参考資料＞

勤務時間外における地震時緊急体制について

（平 城 分 室）

１．本体制の目的

地震時の基本的な体制については、「国営飛鳥歴史公園事務所 災害対策部運営計画」によるもの
とするが、勤務時間外に発生した地震について緊急に対応を図る必要のある場合に、本体制により運
営を行うことを目的として定める。

２．本体制の発令基準

近畿管内の広範囲で地震が発生し、奈良市に震度４以上の地震速報が確認された時。
（各自が地震を体感した場合、テレビ等で速報震度の確認を行う）

３．本体制の初動

１）国営飛鳥歴史公園事務所平城分室職員の初動

①平城分室近くの職員については、「２．本体制の発令基準」が確認された場合は、平城分室に
出勤し、情報の収集（管理棟等施設の点検及詳細な震度）を行うものとする。

②情報の収集ができた段階で、あらゆる手段（MicrosoftTeams・携帯電話・固定電話・メール等）
で下記の連絡ができる職員に連絡を行い指示を受けるものとする。

国営飛鳥歴史公園事務所の副所長及び工務第二課長

③連絡のとれない場合は、出勤職員の判断で対応するものとする。

４．巡回の実施について

１）巡回の実施基準は下記によるものとする。

震度４以上の地震発生時

注）昼間の場合は、直ちに巡回開始。 夜間の場合は、早朝より巡回開始。
昼間と夜間の区別については、巡回が安全に実施できる照度があるか否かで判断。

５．情報収集について

１）詳細震度の確認は下記によるものとする。

①インターネットによる詳細震度の確認を行う場合の地先は、奈良市もしくは近郊の震度を
適用するものとする。

②奈良市役所の管財課庁舎管理係に問い合わせを行う。（３６５日２４時間対応可能）
ＴＥＬ（０７４２）３４－１１１１（代）

３４－４７０４（直通）

③奈良県提供の警報、注意報、地震情報の携帯メール配信サービスの活用
http://www3.kasenbousai.pref.nara.jp/k.html
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＜参考資料＞

国営飛鳥歴史公園における閉園基準一覧

国営飛鳥歴史公園

事象 飛鳥区域 平城宮跡区域

地震 明日香村地域で震度６弱以上の地震 奈良市地域で震度６弱以上の地震が
が発生した場合。 発生した場合。

大雨 明日香村において、大雨警報、洪水警報 奈良市において、大雨警報、洪水警報が
が発令され、かつ利用者の安全が確保出 発令され、かつ利用者の安全が確保出来
来ない場合。 ない場合。

台風 明日香村において、暴風警報（暴風雪警 奈良市において、暴風警報（暴風雪警報
報含む）が発令されるか、１２時間以内に 含む）が発令されるか、１２時間以内に「台
「台風の暴風域に入る確率」が６０％以上 風の暴風域に入る確率」が６０％以上とな
となる情報が発表され、かつ利用者の安 る情報が発表され、かつ利用者の安全が
全が確保できない場合。 確保できない場合。

大雪 明日香村において、大雪警報が発令され、 奈良市において、大雪警報が発令され、か
かつ利用者の安全が確保できない場合。 つ利用者の安全が確保できない場合。

雷 な し

その他 ・ 上記の災害等により、公園周辺の公共交通機関（近鉄南大阪線・吉野線・橿原線・
奈良線、ＪＲ大和路線）が運行を見合わせた場合

・園内において災害発生が予想される場合

・利用者の安全が確保できない場合

備考 当公園には出入り口や出入り可能な箇所が多数あり、地域住民の通過利用もあるこ
とから、閉園措置を実際に行う際には、園内施設及び発災の危険が高い箇所の閉鎖
により対応する。
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〔委託費で取得した備品〕

１．取扱い

(1) 受注者は、備品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(2) 前号の備品は、備品台帳に登載し管理しなければならない。

(3) 受注者は、業務委託契約を締結した際に、支出負担行為担当官に残存備品要求書（様式第１）を
提出するものとする。ただし、翌年度において、当該委託契約が引続き締結され継続して備品を使
用する場合は残存備品継続使用承認申請書（様式第２）を支出負担行為担当官に提出し承諾を得
るものとする。

(4) 受注者は、業務委託契約が完了した場合又は解除になった場合は、備品を業務委託契約書第８
　　 条に基づく検査の結果、合格通知があった後、残存備品返納書（様式第３）により、国に返納しなけ

ればならない。

(5) 受注者は、受注者の責に帰すべき事由により備品を滅失又は棄損したときは、受注者の負担にお
いて補てんし、又は修理しなければならない。ただし、受注者の故意又は重大な過失によらない場
合はこの限りではない。

２．処分

(1) 備品が、次の各号の一に該当すると認められる場合は、不用の決定をすることができる。

① 備品の使用年数、能力等から勘案して当該備品を引続き使用することが困難であると認められる
場合。

② 備品が受注者の責に帰さない事由により、老朽化、損傷等により利用価値がなくなったと認められ
る場合。

③ 備品の修理用部品の補給が困難で、整備に多大な支障をきたすと認められる場合。

(2) 処分の方法

受注者は、前号に該当する備品を売払った場合は、その内容を証する書類を添えて国に書面によ
り報告し、国の発行する納入告知書により国庫に納入するものとする。
また、売払うことが不利（備品の売払価格が、当該備品の売払いのために要する費用に満たないと
認められる場合）又は、売払う事ができないものは、破棄することができる。受注者は破棄した場合
はその都度その旨を書面により国に報告しなければならない。

取得した備品及び貸与備品等の取扱い

残存する備品及び貸与備品については、下記により取扱うものである。

記

別添16
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〔貸与備品〕

１．取扱い

(1) 受注者は、備品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(2) 受注者は、業務委託契約を締結した際に、分任物品管理官に貸与備品要求書（様式第４）を提出し
分任物品管理官の承諾を得るものとする。

(3) 分任物品管理官は、貸与備品要求書を受理し問題なき場合は受注者へ貸与備品引渡通知書（様
式第５）をもって承諾したものとする。

(5) 受注者乙は、業務委託契約が完了した場合又は解除になった場合は、備品を業務委託契約書第
８条に基づく検査の結果、合格通知があった後、貸与備品返納書（様式第６）により、国に返納しな
ければならない。

(6) 受注者は、受注者の責に帰すべき事由により備品を滅失又は棄損したときは、受注者の負担にお
いて補てんし、又は修理しなければならない。ただし、受注者の故意又は重大な過失によらない場
合はこの限りではない。

２．処分

(1) 備品が、次の各号の一に該当すると認められる場合は、不用の決定をすることができる。

① 備品の使用年数、能力等から勘案して当該備品を引続き使用することが困難であると認められる
場合。

② 備品が受注者の責に帰さない事由により、老朽化、損傷等により利用価値がなくなったと認められ
る場合。

③ 備品の修理用部品の補給が困難で、整備に多大な支障をきたすと認められる場合。

(2) 処分の方法

受注者は、備品が前号に該当する事由により使用不能と認められる場合は、速やかに分任物品管
理官に貸与備品返納書（様式第７）をもって報告し、使用不能備品を返納するものとする。
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（様式第１）

殿

住　所

氏　名 印

Ｒ８－１２国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務　において別紙　残存

備品について使用したく要求します。

令和　　年　　月　　日

残　存　備　品　要　求　書
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　　様式第１別紙

取得年月日 品名 規格 数量 単価 価格 経費区分 適用

残　存　備　品　一　覧　表
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（様式第２）

殿

住　所

氏　名 印

Ｒ８-１２国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務　において

別紙　残存備品について、令和　　年　　月　　日まで継続使用したく申請します。

令和　　年　　月　　日

残　存　備　品　継　続　使　用　承　認　申　請　書
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　　様式第２別紙

取得年月日 品名 規格 数量 単価 価格 経費区分 適用

残　存　備　品　一　覧　表
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（様式第３）

殿

住　所

氏　名 印

Ｒ８-１２国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務　において

完了検査に合格したので、別紙　残存備品を返納します。

令和　　年　　月　　日

残　存　備　品　返　納　書
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　　様式第３別紙

取得年月日 品名 規格 数量 単価 価格 経費区分 適用

残　存　備　品　一　覧　表
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（様式第４）

殿

住　所

氏　名 印

Ｒ８-１２国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務　において

別紙　貸与備品について支給を要求します。

令和　　年　　月　　日

貸　与　備　品　要　求　書
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　　様式第４別紙

機械器具名 規格　 単位 数量 貸与年月日 備考

貸与備品一覧表（機械器具等）
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（様式第５）

殿

分任物品管理官　近畿地方整備局

国営飛鳥歴史公園事務所長

Ｒ８-１２国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務　において

別紙　貸与備品について支給するから通知する。

令和　　年　　月　　日

貸　与　備　品　引　渡　通　知　書
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　　様式第５別紙

機械器具名 規格　 単位 数量 貸与年月日 備考

貸与備品一覧表（機械器具等）

110



（様式第６）

分任物品管理官　近畿地方整備局

国営飛鳥歴史公園事務所長　　　殿
住　所

氏　名 印

Ｒ８-１２国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務　において

完了検査に合格したので、別紙　貸与備品を返納します。

令和　　年　　月　　日

貸　与　備　品　返　納　書
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　　様式第６別紙

機械器具名 規格　 単位 数量 貸与年月日 備考

貸与備品一覧表（機械器具等）
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（様式第７）

分任物品管理官　近畿地方整備局

国営飛鳥歴史公園事務所長　　　殿
住　所

氏　名 印

Ｒ８－１２国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務　において、

貸与している別紙備品について使用不能と認められるため返納します。

令和　　年　　月　　日

貸　与　備　品　返　納　書
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　　様式第７別紙

機械器具名 規格　 単位 数量 返納年月日 備考（使用不能理由）

返納貸与備品一覧表（機械器具等）
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飛鳥・平城宮跡歴史公園ボランティア規約（例） 

第１章 総則 

（目的） 

第１条   本ボランティアは、国営飛鳥・平城宮跡歴史公園（以下「本公園」という。）におい

て、“日本人の心のふるさと”としての飛鳥地域や、“奈良時代を今に感じる”平城

宮跡地域の歴史や自然等を保全・活用しながら、地域や市民との連携・協働によ

り、飛鳥地方の活性化に貢献するための活動を行っていただくことを目的としま

す。 

   本規約は、当該活動を円滑に推進することを目的として、国営飛鳥・平城宮跡歴

史公園運営維持管理業務受託者（以下、事業者という。）が定めるものです。 

（名称） 

第２条  本活動に参加するボランティア組織及びその構成員の総称を、飛鳥・平城宮跡

公園ボランティア（以下本会という。）と称します。各ボランティア組織の構成員個人

については、本会においてはメンバーと称します。 

（構成及び資格・ボランティア組織登録） 

第３条  本会は、本公園で活動するボランティア組織によって構成します。 

２  本会を構成するボランティア組織は、事業者が入会を認定・登録した組織・団体

とします。 

３  本会を構成するボランティア組織の認定・登録は、１年度毎の更新とさせていた

だきます。 

４  次の各号に掲げる条件を満たした場合に、本会を構成するボランティア組織及び

その構成メンバーとして認定します。 

一  公園の管理運営方針に適合した活動を実施する場合 

二  運営維持管理上、必要な作業を企画・実施または補助している場合 

三  団体・組織としての規約・会則等が明確であり、公園として認められる内容である

場合 

四  公園スタッフの一員として必要な研修（当公園についての基本情報、活動時にお

ける安全管理、来園者への対応のあり方等）を修了していただいている場合 

五  活動についての対価が無償である場合 

５  本会を構成するボランティア組織は次の各号に掲げる内容について記載した「ボ

ランティア活動実施計画書」を作成、事業者に提出していただきます。 

一  活動（団体）名 

二  活動目的 ： なぜこの活動を行うのかについて記載 

三  活動内容 ： 実際に行う活動を具体的に記載 

四  活動エリア ： どこを活動範囲、活動拠点とするかについて記載 

五  活動期間・時間 ： いつ活動するのかについて記載 

六  登録者名簿 ： 本会に登録するメンバーの氏名、連絡先等について記載 

七  代表者名、連絡先 

八  その他 ： 過去の活動実績、母体団体の存在等事業者が記載を必要とする事

項について記載 

６ 「ボランティア活動実施計画書」は、当該ボランティア組織の活動を認定する際及

び年度毎の更新時にも作成・提出していただきます。 

別添 17 
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７  登録の有効期間は年度末までとします。 

８  本会を構成するボランティア組織が、事情によりやむを得ず１年以上活動を休止

する場合には、その期間を書面（任意書式）にて事業者に提出いただいた上で休

会扱いとします。一度休会した後に復帰する場合には、その構成メンバーについて

は、事業者による再研修を受講していただいた後に再登録して活動を行うこととし

ます。 

第２章 事務局及び役員等 

（事務局） 

第４条  本会の事務局は事業者の担当係に置きます。 

（役 員） 

第５条  本会には、次の役員を置きます。 

  世話人   各構成ボランティア組織より 1 名 

  代表世話人 世話人の中から１名 

２  代表世話人は本会を代表し、事務局との連絡調整を行い、ボランティア活動全体

の円滑な運営に努めていただきます。 

３  世話人は代表世話人を補佐し、メンバー相互の連絡調整を図り、活動の円滑な

運営に努めていただきます。 

（選 任） 

第６条  本会の世話人は、各構成ボランティア組織内において、構成メンバーの立候補ま

たは推薦により選任されます。 

２  代表世話人は、世話人の互選により選任されます。 

（任 期） 

第７条  各役員の任期は１年とし、再任は妨げません。 

（役員会） 

第８条  役員会は、代表世話人、世話人、事務局担当者で構成し、活動の状況に応じて

代表世話人の召集により開催します。 

２  役員会（世話人会議）は、世話人またはメンバーから提案される活動方針や活動

内容の連絡調整、活動で生じる様々な課題等を討議します。 

（総 会） 

第９条  総会は、本会の活動状況の報告や活動計画及びその他の案件の意見交換や承

認・決議等を行う場として、代表世話人と事務局担当者との協議により必要に応じ

て開催します。 

第３章 構成メンバーの登録 

（構成メンバーの登録） 

第１０条  各構成ボランティア組織は研修終了後に構成メンバーへの登録の意思確認を行

っていただき、同意された方をメンバーとして登録し、「ボランティア活動実施計画

書」の登録者名簿に記載して提出していただきます。提出後に登録メンバーを追加

される場合については、その登録の旨を別途書面（任意書式）にて提出いただきま

す。なお、住所等の個人情報は、登録メンバーから直接事業者へ提出していただく

こととします。 

２  各構成ボランティア組織は、年度当初に構成メンバーへの登録更新の確認を行

っていただき、同意された方をメンバーとして登録し、「ボランティア活動実施計画

書」の登録者名簿に記載して提出していただきます。提出後に登録メンバーを追加
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される場合については、その登録の旨を別途書面（任意書式）にて提出いただきま

す。なお、住所等の個人情報は、登録メンバーから直接事業者へ提出していただく

こととします。 

３  活動内容について事業者が適切でないと判断した場合には、未成年者の当該活

動への参加を認めないものとします。 

４  登録の有効期間は年度末までとします。 

５  メンバーは、諸般の事情等でやむを得ず１年以上活動を休止する場合には、そ

の期間を書面（任意書式）にて事業者に届けていただいた上で休会扱いとします。

一度休会した後に復帰される場合には、事業者による再研修を受講していただい

た後に再登録して活動を行うこととします。 

（登録に必要な研修） 

第１１条  本会の活動を実施する際には、次の各号に掲げる事項に関する研修を受講して

いただきます。特に、一、二、三号については最初の園内活動前に研修を修了す

る必要があります。当研修は事業者が行います。 

一  当公園についての基本情報 

二  活動時における安全管理 

三  来園者への対応のあり方 

四  別途指定する研修 

第４章 活動内容 

（活動内容） 

第１２条  第 1 条の目的を達成するため、次の各号に掲げる内容について活動していただ

きます。 

一  事業者との協議により定めた活動 

二  別途指定する活動 

２  本会の活動に当たっては公園規則を遵守し、公園のボランティアとして相応しい

服装、言動、行動に十分ご配慮下さい。 

（活動エリア） 

第１３条  本会の活動エリアは、原則として本公園供用区域内とします。但し、他の施設・団

体等との交流や、活動上必要な研修を実施する場合等はこの限りではありませ

ん。 

（活動日時） 

第１４条  本会の活動期間・時間は、原則として、飛鳥・平城宮跡歴史公園館の開館期間・

時間内とします。 

２   活動計画日以外の日または時間に活動する場合は、事業者と協議していただ

きます。 

第５章 活動支援 

（活動支援） 

第１５条  活動に必要と認められる資材等は、事業者が現物を提供します。 

２  活動にあたって必要な場合には、事業者との協議していただいた上で、活動拠

点となる場所を提供します。ただし、公園施設として公平かつ清潔な利用に十分ご

配慮下さい。 

第６章 ボランティア保険 
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（ボランティア保険） 

第１６条  メンバーには、ボランティア活動保険への加入をお願いします。ただし、加入にか

かる費用は各メンバーにご負担いただきます。 

２   ボランティア保険加入に関する事務手続きについては、事務局が支援します。 

３  ボランティア活動中に生じた事故や怪我については、ボランティア保険の適用範

囲内で対応します。 

第７章 退会 

（退会） 

第１７条  本会を退会するボランティア組織もしくはその構成メンバーは、事前に事務局に

報告していただいた上で、書面（任意書式）にてその旨を提出していただきます。 

（退会勧告） 

第１８条  次の各号に掲げる事項に該当したボランティア組織もしくはその構成メンバーに

ついては、休会または退会勧告、もしくは登録を抹消します。 

一 他のメンバーを誹謗中傷する行為又は公序良俗に反する行為を行った場合 

二 来園者の安全・快適な公園利用を妨げる行為を行った場合 

三 都市公園法等法令等に違反している行為を行った場合 

四 本会及び国営飛鳥・平城宮跡歴史公園の名誉を傷つけ、他の会員に著しく迷惑を

及ぼした場合 

五 その他、本規約のいずれかに違反した場合 

第８章 安全衛生管理 

（安全衛生管理） 

第１９条  活動にあたっては、活動内容に応じた服装、安全具の装着のほか、活動日の健

康状態、自身の安全衛生に留意いただくとともに、公園利用者の安全についても

十分に留意して下さい。 

第９章 その他 

（個人情報の取扱い） 

第２０条  各登録手続きによって提出された個人情報（氏名、住所、連絡先）は、認定にか

かる公園事務所への協議、活動に関する連絡のためのみに用い、その他の用途

には使用しません。 

２  活動により取得した公園利用者の個人情報については、事業者において適切に

管理します。 

（著作権の取扱い） 

第２１条  本会活動において制作・撮影された作品等の著作権は、事業者に帰属します。 

付 則   

  この規約は、令和○○年○月○日から施行します。 
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